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1.  企業金融のイノベーションと 企業会計 

金融の白山 化 ・国際化の急速な 進展を背景に ，最近 

の 企業金融の イ ソベーションはきわめて 広範囲にわた 

り，そのスビードは 速い・わが国でも ， ここ数年，金 

融・資本市場の 日出化と国際化は 急 ピ ソチで進んでお 

り・先物契約， オプション， スワップといった 新しい 

金融商 " や 金融手法が金融機関だけでなく     .- 般の事業 

会社にも広く 乎放 してきた・ こうした新しい 金融取引 

手法は， もともと金利や 為替相場の変動によるリスク 

を回避。 へ，刀 しようとする 経済的動機に 基づいて 

開発されてきたものであ る・ しかし．取引の 総額が 賀 

産 および負債として 貸借対照表に 計上され．ないことか 

ら，新たな「オフバランス 取引」の形態として ， ぞメ ・ t 

がもたらす会計上のリスクに 大きな関口が 寄せられる 

ようになってきた ， 

本稿の目的は ，金融の イ / ベーションを 背簾 として 

生じたオフバランスシート・ファ ィナ シス・という ， 企 

業の財務戦略と 会計政策とが 不可分に結びついた 現役 

を解明するための 準備作業を試みることにあ る． ま 

ず， 次節でオフバランス 取引の諸形態とそれがもた。 

す 企業リスクについて 概観し ， 次いで本稿の 主題であ 

る金融商品の 開 ク， ; と認識の問題を ，米国財務会計基準 

審議会 (FASB) 金融商品プロジェクトの 報告書を中・ ヒ、 

に 検討する． 

2.  オフバランス 取引と金融リスク 

(1) オフバランス 取引 

「オフバランス 取引」の定義は 論者によって     - 様で 

はないが， ここでは企業の 金融取引のうち ， その発生 

時に会計上の 認識・測定の 対象とならず ， したがって 

貸借対照表の 本体に表示されない 取引もしくは 契約の 

開示と                       封皮 

道 正 

ことであ ると定義しておく・ こうした金融取引もしく 

は契約にはさまざまな 形態があ るが，現時点でこれを 

碩 理化すると， さしあ たり次のようになるであ ろ 

っ 斡   

で偶発 蓋象 ・ contingencie り 他人の債務の 傑 止 ， 

，受取手形の 剖川や 衷占 譲渡などから 生じる。 「 工 @) 巳田       のあ 

る利益または 出火， あ るいは， それに付随する 権 利・ 

義務． 

若木履行契約 (executory  conlfacts)  契約当事 名の 

双方 が禾 だその義務を 履行していない 契約・建築油魚 

契約． 商 " 先買契約などのほか ， 金融先物契約， オプ 

、 ン，ン 契約， ヌ、 ヮソプ 契約といった 新しい金融商品の 

多くもこのタイプに 属する． 

あ オフバランスシート・ファイナンス (on-balance 

sheet 丘 nanClng ノ 負横 として貸借対照 衷に 井上しな 

い力法で貸金調達を 行うこと． つまり，Ⅰ ; 質的には 負 

貨 による貸金調達であ るが，形式上は 主として財務 比 

車 ( 例えば自己資本比率 ) の向上を目的として 資産や 

負債をオフバランス 化する取引であ る． 

上の類型のうち①と⑦は ，企業の経済活動のなかに 

は現行の会計基準では 取引として認識の 対象とされな 

; 、 ものがあ るため， 。 わば結果的に 簿外 ( オフバラン 

ス ) 取引となる項目とみることができる・ これに対し 

てあ は，現行の会計基準や 法規の要 曲 に形式上は準拠 

しながら，貸借対照表の 渚項目を制御し ，企業にとっ 

て 般適 な資産・負債の 規模と構成を 維持しようとする 

財務戦略で。 いわば意図的なオフバランス 取引であ る 

ということができる 2). 

(2) 金融上のリスク 

今日の財務諸表に 期待されているのは ，従来から 強 

凋 されてきた損益計算機能にとどまらず ， 変動する 経 

済 環境の中で企業がさらされているさまざまなリスク 

に関する情報を 提供することであ るといわなければな 

らない・ たとえは， FASB の「財務会計の 基礎概俳 
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に関する報告書」第 5 号は貸借対照表の 新しい役割に 

ついて，次のように 述べている 鎗 ・ 

「情報利用者が 企業の流動性，財務的弾力性，収益 

性およびリスクのような 諸要因の事双評価を 容易に行 

お う とする場合に．企業の 財政状態に関する 情報が最 

も 重要なものとして 利用される．」 

こうした企業のリスクは ，本稿で問題とする 金融取 

引の側面からみると ，次のように 類型化することがで 

きよう． 

①信用リスク (credit risk) : 債務者が弁済期日に 

支払い不能になる 可能性 

②流動性リスク㎝ quidity risk) : 保有資産からも 

たらされるキャッシュ・ ィ アフローが債務の 弁済に必 

要なキャッシュ・アウトフローを 満たすに十分でない 

可能性，あ るいは流動性の 欠如のために 有利な投資機 

会を断俳しなければならない 可能性． 

③市場リスク (market risk) : 市場価格の ( 予想し 

がたい ) 変動によって 資産や負債の 価値が増減する 可 

能性で，以下の 二つがあ る． 

(4) 金利リスク (intere,t rate risk) 

( 口 ) 為替リスク (foreign exchange risk) 

なお，①は金融資産に 固有のリスク ，②は金融負債 

に固有のリスク ，③は両方に 生じるリスクであ る． 

金融・資本市場の 自由化， 国際化の流れのなかで ， 

企業が直面するリスクは ，従来になく 拡大．かつ深化 

しつつあ る・ こうした状況のもと ， リスクの事前評価 

のための情報として ，新しい角度からバランスシート 

の意義を再評価し これまでになく 重視していこ う と 

する潮流が着実に 生じっつあ る・ その代表例が ，次節 

以降で検討する FASB の金融商品プロジェクトの 作 

業であ る． 

3. FASB の金軸商品プロジェクト 

FASB は ， Ⅰ 986 年 5 月， 「金融商品とオフバランス 

シート・ファイナンシンバ」 伍 nancjal instruments 

and o Ⅱ -balance.sheet 丘 nancing) に関するプロジェ 

クトを編成した・ このプロジェクトの 課題は， さまさ。 

まな金融商品と 金融取目 l をめぐる財務会計および 報告 

上の諸問題の 解決に際して 拠り所となる 包括的な基準 

を樹立することとされている．議論の 対象には以下の 

論点が含まれている・ 

(1) 金融商品を含む 取引の結果として ，資産または 

負債を会計上認識すべきか 認識すべきでないか． 

(2) 市場リスクや 信用リスクの 転嫁を目的とする 金 

融商品はどのように 会計処理すべきか ， また， リスク 

転嫁の対象となる 資産や負債についてはどのように 処 

理すべきか． 

(3) 金融商品の測定はどのよう @ こそ ラ ラべきか・負債 

と持分両方の 性格を備えた 金融商品について ， その発 

行企業の行う 会計処理はいかにあ るべきか． 

(4) 資産もしくは 負債として認識されるか 認識され 

ないかは別として ，金融商品がもたらす 可能性のあ る 

有利な影響や 不利な影響を 最もよく開示するにはどう 

すればよいか． 

こうした諸問題のうち ， 金融商品および 金融取引を 

どのように認識，測定すべきかという 問題は早急に 解 

決するのが困難であ るから， この問題は，審議会や 公 

聴会で時間をかけて 検討することとし ， その作業が完 

了するまでの 間の当面の措置として ，金融商品につい 

てのディスクロージャーを 改善することに 決した． そ 

して， 1987 年 11 月に公開草案として 発表されたのが 本 

稿で 検討する「金融商品の 開示」 ( 以下， 報告書また 

は基準案と略記する ) であ るり． 

FASB によれ ば ，金融商品のなかには ， これまで 

にも，一般に 認められた会計原則によって 開示が要求 

されているものもいくつかあ る． しかし， それらの 開 

示 規定はどれもアドホックな 方法で形成されてきたた 

め，特定の金融商品や 特定業種の会計主体しか 対象範 

囲に含められてこなかった・ ダイナミックに 変動しつ 

つあ る金融市場の 姿をみると，金融商品の 開示に関す 

る 包括的な一般規定を 作成する必要性は 大きい・ そこ 

で， この報告書の 開示規定 ( 基準案 ) は会計上の認識 

ならびに測定の 側面には効力をもたないものの ，原則 

として，すべての 金融商品とすべての 会計主体に適用 

することを想定しているのであ る． 

4,  金融商品の意義と 内容 

Cl) 定 義 

この報告書では ，「金融商品」 照 nancialinstrument) 

とは， あ る主体の金融資産であ ると同時に別の 主体の 

金融負債または 持分商品であ るようななんらかの 契約 

と定義される 5). さしあ たり， 会計上の資産，負債 ま 

たほ持分として 認識されているか 否かは問わない． の 

ちに詳しくみるよさに ， この定義には ，現金， 受取債 
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栓 ， 支払債務， 債券および持分証券が 含まれるのはも 

とより，金融先物契約ならびにフォワード 契約， オプ 

、 ンコ ン，金利スワップならびに 通貨スワップ ，抵当付 

そ一 ゲ ン   債務，金融保証などのさらに 複雑な商品が 含 

まれる (para. 6,27). 

まず， 「金融資産」㏄ nancial asset) とは， ㈹現金， 

(b 槻今 または別の金融資産を 別の主体から 受け取る契 

約上の権 利，。   ・ @ の金融商晶を 潜在的に有利な 条件で 

別の主体と交換する 契約上の権 利，または (d) 別の主体 

の持分商品であ るような資産を。 ぅ ．金融資産に 関 ナ 

るこの，定式で 要求しているのは ，現金 ( または持分 商 

" 。 ) の受領をもって 完み 。 : する一連の契約 止 : の権 利が 什 

在することであ る・ 金融資産を受け 取る -, 辿の権 利が 

契約 辿鎖 をつなぐ連結環を 構成し そのことによっ 

て ， あ る契約が金融資産としての 要件を満たすことが 

できるのであ る (para,28). 次に，「令制 喰 : 使 」㏄ nan- 

cial  liabiljt 刀 とは， (, 焼金または別の 金融資産を別の 

上体に引き渡すか ， (b 漆融商 晶を潜在的に 不利な条 月     

で別の主体と 交換する契約上の 義務であ るような 負廿 

な い う ， また， 「持分商品」 (equity in,t,ument り と 

は， あ る主体に対する 所有者持分をり ; す 何らかの証拠 

を いう のであ る (pa,a.29,30). 

く 付記 ノ 1gH9 年改訂仮における 金融商品の定，まな 

FASB 公開草案 1989 円 - 政 ぎ Ⅰ阪では， 」 融商 ，，の 定 

授から金融資力， 金融負債および 持分間Ⅲ，という 用 

"" 削除され， 次のように ボ されて・。 、 る (para.8). 

すなわち， 緩融商 ，，とは， 現金， 主体に 呵 する所相 " 

持分を ボす 証拠， または， 以下の両面をもっ 契 ;; 。 で 

あ る     

a. あ る主体 ", は明金または 別の " 融商 ，，を別 

の 主体から受け 取るか，   勾 他の金融商計，を 潜れ       

的に有利な条件で 別の主体と交換する " 約 上 り 

催 " ず l, 

b. 別の主体が ， @ 現金または別の 盆棚 商 ，を別 

の主体に引き 渡すか，   " 切金融商品を 潜在的に不 

利な条件・で 別の主体と交換する 契約上の義務 

( これら契約上の 権   利・義務が会計上認識されて 

    るか 盃 かは問わな       

(2) 内 容 

以上が金融商晶を 構成する資産，負債および 持分の 

定義であ るが， 報告書で は ， さらに金融商品に 含まれ 

る 具体的な項目について 詳細な説明を 加えているの 

で，次にこれをみてみることにしょう・ 

  む 現金 (pa,a.31-32) 

通貨および要求払い 預金はその保有者および 預金者 

の金融資産であ り，発行政府および 銀行の金融 負億で 

あ る．現金は金融商品の 一つではあ るが，それについて 

開示を要する 事項はほとんどない・ キャッシュフロー 

は自明のことであ るし 普通は掘利子だからであ る・ 

    ②現金堂払いの 権 利・義務 (Para.33-34 ノ 

股も -- 般的なタイブの 金融資産として ， 将来現金を 

受け取る契約上の 権 利があ げられる・ 克 掛金，受取手 

形，貸付金，および 投資債券はすべてこうした 性格を 

もって。 る ． また， 肢も一般的なタイプの 金融 負健 ・こ 

は，将来現金を 支払う契約上の 義務が含まれる・ 遇掛 

令 ， 芝 払手形， ，人ひ， 社債，末弘保険料， " よび退 

職給。 引当金はすべてこうした 性格をもっている・ 

③ 財 またはサービスを 受払 。 する権 利・義務 (p", 、 ・ 

35-36) 

令制商品の定義からは ， 前仏費用や双払金のよう 

な ， 契約上の穐利を 含んだ多くの 資産が除外される． 

なぜならば， そうした項目からもたらされる 将来の経 

済的便益は， 現金または別の 主体の持分商品を 受け取 

る権 利ではな。 ， 財 またはサービスの 受領だからであ 

る・ また， 繰延 収益や双黄金のような ，契約上の義務 

を 含んだ多くの 負債も除．外される・ そうした項目から 

もたらされる 経済的犠牲は ，現金または 別の主体の持 

分商品を引き 渡す義務ではなく ， 財 またはサービスの 

引渡しだからであ る・ 同様に，財貨またはサービスの 

受渡しをもって 完 Ⅰする契約も 金融商品の定我からは 

除外され・ る ・ だとえば，現金ではなく 金 とか石油とか 

で " 決済される債券 は ， この定義の " ドで は 金融商品とは 

されない． ただ， こないった問題が 起きるのは． たと 

えば， 廣 券の額面金額 か， 一定量の金または 石油のい 

ずれかを発行者から 受け取る選択的な 権 利が，契約に 

よ り 俺券 保有者に与えられているような 場合であ る・ 

こうした契約は ，事実上次の 二つの要素に 分解するこ 

とができる．一 つは 貨幣を受け取る 権 利 ( 金融商品 ) 

であ り， いま     , っ はその権 利を財と交換するオプシー ョ 

ン ( 非金融的契約 ) であ る・ 

り 別の上体との 間で受渡しする 契約上の権 利・義務 

(para.37-38) 

棚卸資産や有形固定資産のような 実物資産は，特許 

糖 ，商標権 ，および営業権 のような無形資産と 同様， 
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金融資産の定義から 除外される・ これらの各資産は ， 

最終的には現金の 受領をもたらすであ ろう． しかし 

他の主体のどれも 現金を引き渡す 現在の義務を 負って 

はいないから ，当該主体には 現金を受け取る 現在の権 

利はない・ また，金融負債の 定義からも，租税や 民事 

上の賠償金のような 負債は除外される・こうした 負債 

は現金の支払いを 要するものではあ るが， 当該主体の 

義務が契約から 生じたものではないから 金融負債とは 

いえないのであ る． 

⑤別の金融資産を 受渡しする権 利・義務 (Pa,a.39) 

一般性のやや 劣るタイプの 金融商品として ， それが 

もたらす将来の 経済的便益 ( 犠牲 ) が現金以外の 金融 

資産の受領 ( 引渡し ) となるものがあ る．たとえば ， 

支払いが国債で 行われる手形の 場合，手形保有者には 

現金ではなく 債券を受け取る 契約上の権 利が与えら 

れ，発行者には 同じ債券を引き 渡す義務が負わされ 

る・ しかし，その 債券は政府の 現金支払い義務を 表す 

ものであ るから金融資産であ る． それゆえ， この種の 

手形もその保有者の 金融資産であ り，発行者の 金融 負 

債 となる． 

⑥他の金融商品と 交換する権 利・義務 (Para.40 ㍉ 3) 

別のタイプの 金融資産 ( 負債 ) として，潜在的に 有 

利 ( 不利 ) な 条件で他の金融商品 と 交換する契約上の 

権 利 ( 義務 ) を主体に与えるものがあ る・ 何 として， 

国債を 6 カ月後に 10 万ドルで購入する「コール・オプ 

、 ンコ ン」は，その 保有者にとって 金融資産の一つであ 

る．なぜなら ，オプション 保有者は潜在的に 有利な条 

件で金融商品と 交換する権 利を持つことになるからで 

あ る． 6 カ月後にこの 国債の時価が 10 万ドルを超えれ 

ば，条件は保有者に 有利となるから ，必ずオプション 

を行使するはずであ る． このコール・オプションの 売 

り手は，保有者がオプションを 行使した場合には 不利 

な条件で金融資産と 交換する義務があ るから，金融 負 

債を持っことになる． 売り手はそうした 負債を引き受 

ける代償をオプション 料 として保有者から 受け取る． 

なお， 国債を売り渡す「プット・オプション」は 類似 

しているが反対の 効果をもつ． 

もっと複雑な 例は「フォワード 契約」にみられる ， 

たとえば，購入側の 主体が 6 カ月後に 10 万ドルの現金 

を国債と交換する 約束をし，売却側の 主体が同じく 6 

カ月後に 10 万ドルの現金を 国債と交換する 約束をする 

ような契約であ る． 6 カ月の期間中は ，購入側にも 売 

却 側にもともに 金融商品を交換する 権 利と義務があ 

る ・ この国債の時価は 10 万ドル以上に 値上がりするか 

もしれないし ， 10 万ドル以下に 値下がりするかもしれ 

ない・前者の 場合，条件は 購入側に有利となり ，売却 

側に不利となる・ 後者の場合はその 逆であ る．だか 

ら，購入側は ， コール・オプションの 保有と同様の 金 

融資産を持つとともに ，プット・オプションの 引受と 

同様の金融負債を 持つことになる．売却側は ， プット 

・オプションの 保有と同様の 金融資産， コール・オプ 

、 ンコ ンの引受と同様の 金融負債の両方を 持つことにな 

る・次に， 「金利スワップ」は ，たとえば、 固定的な 

現金支払いと 変動的な現金受取りを 交換するといった 

一連のフォワード 契約とみなし ぅる ． こうした条件が 

有利になるかそれとも 不利になるかは ，市場金利のそ 

の後の動き方にかかっている ，だから，金利スワップ 

は 契約当事者双方にとって 金融資産であ ると同時に金 

融負債でもあ る． 

オプション取引やフォワード 契約であ っても，金融 

商品を非金融資産と 交換する権 利または義務を 伴うも 

のは金融商品ではない ，たとえば，購入側が 6 カ月後 

に 今または小麦の 引渡しを受け ， 引渡しと同時に 販売 

側に支払いを 行うという契約を 結んだとしよう． この 

売買契約の内容は ，現金を支払う 約束と交換に ，今 ま 

たは小麦といった 金融商品ではないものの 引渡しを行 

うということであ るから， こうした契約は 金融商品で 

はない． 

⑦偶発的権 利・義務 (Pa,a.44) 

偶発項目はここでの 定義のもとでは 金融商品となり 

ぅる ・たとえば，典型的な 金融保証の形で 借入れが行 

われるとしょう・ 借り手は保証人に 手数料を支払い ， 

同時に，保証人は 借り手が債務不履行になった 場合に 

は代わって貸し 手に弁済することに 合意する． この保 

証は ， 借り手が債務不履行になった 場合には貸し 手に 

弁済する契約上の 義務が生じるから 保証人の金融負債 

であ り，一方，借り 手が債務不履行になった 場合には 

保証人から現金を 受け取る契約上の 権 利が生じるから 

貸し手の金融資産であ る． 

⑧持分商品 (pa,a.45) 

普通株が最もあ りふれた持分商品であ るが，それ 以 

外にも， 優先株， " 一 トナーシ ソプ 契約，持分ないし 

参加証書， 発行主体から 株式を引き受けるワラントや 

株式を購入するオプションなどが 含まれる・ 
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5.  金融商品の開示 

FASB 公開草案では ，金融商品について ，投資者， 

廣 権 者，その他，財務報告書の 利用者にとって 重要な 

  昔 報の開示が規定されている・それは ，信用リスク ， 

将来現金受 払 ，金利，および 時価に関する 情報であ 

勾 ． 

(1) 借用リスク情報 (para.8, 48-61) 

まず，「信用リスク」 (credit risk) とば，取引相手 

が契約条件に 従って義務を 履行することができないこ 

とから生じる 損失の町徳性をいう・ 報告書では，以下 

の情報を， 信用リスクにさらされている 金融商品の種 

類別に，財務諸表の 本体または注のなかで 開示するよ 

う 規定されている． 

(a)  最大信用リスク (maximum  credit  r 兎 k) 

これは，金融商品に 対する取引相手が 契約条件に従 

って履行することがまったくできず ， しかも，債務金 

額に対する抵当その 他の担保が当該主体にとって 無価 

値であ ることが判明した 場合に被る損失額をし、 ぅ ・ 

まず，会計上資産として 認識される金融資産の 最大 

信用リスクに 関しては， それ以上の開示は 通常必要と 

されない・ その理 - 由は， 通 ， 常 ，貸借対照表の 簿価がそ 

のまま最大リスクを 表しており， また，金融資産の 種 

類として用いられる 名称によって ， 別の主体に支払 し 、 

義務があ り， したがって信用リスクが 存在しているこ 

とが ;,; されるからであ る・ これに対して ，会計上 認 、 識 

される金融負債 ( この場合，簿価が 最大信用リスクの 

尺度にならないのがふつう ) と認識されない 金融商 d;. 

( 簿価そのものが 示されない ) については、 その種類 

別に， それぞれの最大信用リスクを 最もよく表す 金額 

を 識別し，開示しなければならない． 

たとえば， 金融保証は，偶発事象が 顕在化すれば ， 

当該主体 ( 保証人 ) に一定期間にわたる 支払い義務が 

生じるものであ るが， その最大信用リスクは ， 被 保証 

人が債務不履行になった 場合に必要となるであ ろう 将 

来 支払い額の現在価値で 測定されよ う ・ また，会計上， 

認識されない 金利スワップや 先物為替予約で ，市場価 

格の変動が主体に 有利に作用じたものの 最大信用リス 

クは，取引相手が 債務 不 慣行になった 場合に，現行市 

場レートでそのスワップ や 先物予約をリプレイスする 

費用で測定されよ う ・ そうした金額を 開示すれば， 当 

該金融商品の 時価の開示要請も 満たされることになろ 

，ワ 

なお，負債や 関連資産と相殺する 権 利があ る場合に 

は， 当該資産の最大信用リスクとして 開示すべき金額 

は，相殺される 負債を控除した 純額 となる．たとえ 

ば，あ る主体が同じ 取引相手に対する 米収金 1,0 ㏄ ド 

ルと末 払金 200 ドルを相殺する 権 利を持っているとす 

れば， 当該資産の最人情期リスクとして 井ボされる金 

額は㏄ 0 ドルになる． 

(b) 発生可能信用掛矢 (,e"sonablypu,,iblee,, 。 。 匝 

loss) 

これは，取引柏手が 契約条件に従って 支払いを行え 

ないことの結果としで 主体が被る 干 。 工能 性のあ る損失・額 

であ って， 発生の可能性がそれほど・ 低くはないが 禾だ 

・会計約認識がなされてはいないものであ る， 

少なくとも発生の 合理的   吋は邑 ，性はあ るが見越経理に 

よる認識がなされていない 信用損失については ， その 

範囲や金額を 開示しなければならない． 当該信用損失 

の金額や範囲を 見積ることができない 場合には，発生 

石工   日 自信 m 損失にさらされていると 確認された特定の 金 

融 商品もしくはその 集合体の最大信用リスク ，およ 

び． そうした可能性を 引き起こす環境を 開示しなけれ 

ばならない． 発生可能信用損失の 数 轟的 測定値を決定 

もしくは推定できない 場合には， 金融商品に関する 記 

述情報， たとえば， 当該商品の特性，取引相手， 抵ごョ 

その他の担保， あ るいは偶発損失の・ 性格などを 開，， : し 

なければならない． 

㏄ ) 蓋然的信用損失 (probable credit los め 

これは，取引相手が 契約条件に使って 覆汀 できない 

ことの結果として ， 主体が 被 る恐れのあ る損失額をい 

ぅ ・ 蓋然 @ のあ る信用損失で 合理的に見積り ぅ るもの 

については， 見 越経理による 会計れり ; ゑ 識が要求され 

る・認識された 蓋然的信用損失は ，金融商品の 種類別 

に，不良債権 ないし融資損失に 対する 貸 御引当金の額 

を 貸借対照表本体の 独立項目として 挿入形式で開 ，， ; す 

@Q 

く付 ， @C ノ す フバランスシート ，リスク 

FASB 公開草案 1989 年改訂 版 では， 新たに「 寸フ 

， : ランスシート・リスク」 (0 妊 ・ balance-sheet rJsk) 

という概念が   示されている・ そ才 L は， 貸借対照表上 

認識されている 額を超 え - る 会計」この損失をもたらす 

リスクであ る． オフ， ; ランスシー     、 ・ リスクをもつ 

金融商品の代表例は ，先物契約，     口柑 およびⅠ 三重賞 工 ス 
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ヮップ ， オプション契約げどり 手 ), づき 扁 & 保証など， 

条件付ぎの権 利・義務を伴う 商品てあ る (para,6, 

Ⅰ 0 ， Ⅰ 1 ㍉ 

(2) 信用リスク集中度の 開示 (Para.g-10, 6 ㌻ 63) 

単独の取引相手にかかわる 金融商品の最大信用リス 

クが自己資本の 20 ， 一 セントを超え ，かつ，総資産の 

ェ パーセント以上であ るか，または ，総資産の 10" 一 

セントを超える 場合には， 信用リスクの 集中度 (con- 

centration of credit risk) を開示することが 要求され 

ている・ この場合，直近の 貸借対照表 口 現在における 

個々の集中度について ，以下の ，ぼ 報を開示しなければ 

ならない． 

a. 取引相手に関連する 情報・ これには， 山 取引相 

手の身元か ， ②取引相手の 業種ないし分野のいずれか 

を含む． 

b. 信用リスクの 額に関する情報，最大信用 リス 

ク，発生可能信用損失，蓋然的信用損失の 額がそれで 

あ る． 

また，取引相手のグループに 信用リスクが 著しく集 

中している場合は ，その集中度も 識別して開示するこ 

とが求められている・ 信用リスクのバルーブ 集中 

(group concentrations) が存在するのは ，多数の取引 

相手が類似の 活動や同じ分野の 活動に従事しており ， 

そのために，契約債務を 履行する能力が 経済その他の 

情勢変化によって 同じように影響を 受ける場合であ 

る・直近の貸借対照表口現在の 著しい集中度に 関し 

て，以下の情報を 開示しなければならない． 

". 当該グループを 識別する共通の 活動ないし分野 

に関する情報． 

b. 信用リスクの 額に関する情報・ 最大信用 リス 

ク，発生可能信用損失，蓋然的信用損失の 額がそれで 

あ る． 

(3) 抵当の開示 (Pa,a. Ⅱ， 64) 

信用リスクにさらされている 金融商品を保護する 抵 

当その他の担保があ れば，それに 関する情報を 開示す 

ることが奨励きれる． 

(4) 将来現金受私情報 (Pa,a.l2-15, 65-7% 

この基準 書 では，主体の 現有金融商品からもたらさ 

れる将来キャッシュフ ロ 一の契約上の 期日と金額を ， 

財務諸表の本体または 注において開示することが 要求 

される・ 将来の現金受払いの 期日と金額は ， それが 明 

示されているか 契約条項から 決定可能であ る場合に 

は ，容易に確認することができる ， しかし変動利付 

き手形のように ，市場金利の 変動など将来事象の 如何 

に左右されたり ，永久債の元本や 強制償還条項のない 

優先株の額面のように ，将来キャッシュフローが 契約 

上要式されないような 金融商品の場合には ， そもそも 

存在しないということもあ ろう． 

特定の事象に 左右される偶発事象の 例は金融保証で 

あ る・ そこでは貸し 手に対する保証人の 支払義務は借 

り手の債務本復 行 が生じるかどうかにかかっている ， 

この基準 書 では， そうした特定の 事象がすでに 発生し 

ているのでない 限り，偶発性商品に 関わる将来の 現金 

支払いを開示することは 要求されない・ したがって， 

債務不履行が 現実に発生していなければ ，第三者たる 

保証人は契約上の 将来現金支払いについて 開示する 必 

要は ない・ もしも債務本篠 行 が発生していれば ，保証 

人は支払義務の 生じたキャッシュフ ロ 一について報告 

すべきであ る． 

(5) 金利情報 (para.16-20, 79-88. 184-195) 

上述した将来現金支払いに 関する情報は ，金融商品 

から生じるキャッシュフ ロ 一の " ターンを表現するも 

のであ るから，情報利用者が 企業の信用リスクを 判断 

する上で有効であ る・ これに対して ，金利に関する 情 

報は，金融商品の 損益効果を表現するものであ るか 

ら，金利リスクをはじめとする 市場リスクを 判断する 

七 で有効であ る・ こうした観点から ，基準案では ，金 

融商品の金利に 関する情報を 財務諸表の本体または 注 

において開示することが 要求される・ その内容は，金 

融商品の帳 簿価額または 実質価額，契約上の 再評価 日 

または満期日，および ，実効金利であ り， それぞれの 

情報を有利子金融商品の 種類別に開示しなければなら 

ないのであ る． 

a. 契約上の再評価 日 または満期日 

契約上の再評価 日 ( 。 nnt," 。 tu"l , 。 p,i 。 ing d"t 。 ) と 

は ， 当該金融商品に 適用される利率を 市場金利の変動 

に合わせて修正することがあ らかじめ約定されている 

日のことであ る・ この情報が求められるのは ，たとえ 

ば・同じ債務でも 固定金利のものと 変動金利のものと 

では，発行 側 企業や投資 側 企業の市場リスクに 差異が 

あ るからであ る・ 固定利付き債券の 時価は市場金利の 

変動によって 大きな影響を 受けないであ ろう． 

b. 帳 簿価額または 実質価額 (carrying 0r e Ⅱ ect- 

ive amount) 

確定利付き債券のように 会計上認識されている 金融 
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商品の場合は ， その元本 ( 額面額 ) から割引料 ( また 

はプレミアム ) の 禾 償却残高を控除した 金額をもって 

帳 簿価額とする・ これに対して ，金融商品を 交換する 

権 利・義務を内容とする 金融資産や金融 負 廣の場合 

は，契約上交換の 対象となる商品の 価額をもって 実質 

価額とするのであ る． たとえば， 30 年満期の債券 ( 額 

面 ) 10 万ドルを 1 年後に 9 万 5, ㏄ 0 ドルで購入するフ 

ォワード契約を 結んだとしょう・ この契約の実質価額 

は支払義務であ る 9 万 5,000 ドルとなる ( これを権 利 

0 例而からみれば ，将来受け取る 廣 券の予想帳 簿価額 

9 万 5,0 ㎝ドルであ る ). 

次に金利スワップの 実質価額についてみてみよう・ 

金利スワップは ，たとえば， 一 j- 亜の固定的な 現金支払 

いと， 変動金利によって 計算される変動的な 現金受取 

り とを交換するものであ る ( ちょうど固定利付き 債券 

の名目金利と 変動利付き債券のそれとを 取り替えると 

与えればよい ). 米国では，金利スワップの 会計処刑に 

2 通りの方法が 用いられている・ - つは． スワ ，ブ 契 

約をオフバランスとして 処理 - し ，金利の受払いが 行わ 

れたときにそれぞれ 収益， 費用として認識・ 計上する 

方法であ る・ この場合は ， スヮ，ブ 0 対象となる ( 固 

定利付きおよび 変動利付きの ) 債券の元本がここでい 

う 実質価額となる・ 。 ま一つの会計処理法は ， 固定利 

げき債券の時価と 変動利付き債券の 時価の差額を 資産 

または負債として 貸借対照表に 計上し 時価の差額が 

変   i ヒ したときにこれを 損益として認識する 方法であ 

る． この場合は， 内債券の時価が 実質価額として 開ボ 

されることになる． 

c. 失効金利 (e は ect 血 e inte,est rate) 

実効金利とは ，貸借対照表日から 再評価 日 ( または 

満期日 ) までの現金受払いの 流刑 と 再評価日の予想 帳 

簿価額との正味現在価値を 現在の帳 簿価額 ( または 実 

質価額 ) に等しくさせるような 利子率 ( 割引率 ) のこ 

とであ り，金融商品の「内部収益率」 と呼ぶこともで 

、 きる． 表面利率と額面価額によって 金融商品の キャヅ 

、 ンス フローが示されるのに 対して，実効金利と 帳 簿価 

額 ( または実質価額 ) に関するデータからは 金融商品 

の将来の損益効果が 明かとなるのであ る． 

なお，金融商品の 金利が報告上の 通貨以外の通貨で 

衷 示されており ， それが主体全体の 平均的実効金利に 

拝しい影響を 与える場合には ， それに 関 ・する情報を 開 

  示しなけ 力 t は なもない． また， オプションその 他の偶 

発 事項のために ，金融商品にっ・ き 予想される評価 酔 え 

日 または満期日が 契約上の評価替え 日と 著しく異なる 

場合には， その情報を開示することが 奨励される． 

(6) 時価情報 (para.21-23, 97-101, 199-205) 

会計上認識の 対象とされているか 否かを問わず ，金 

融商品の時価は 情報利用者の 意思決定にとって 有用な 

指標を提供する． とりわけ，市場価格以覚の 基準で貸 

借対照表に記載されている 金融資産・金融負債の 時価 

は，会計上認識の 対象とされない 刊行・損失の 情報を 

提供するという " できわめて重要であ る・ こうした 観 

点から， この基準案では ，金融資産および 金融 負 黄の 

時価を財務諸表の 本体または注において 開示すること 

が要求されるのであ る ( 上述したように ， この基準案 

では金融商品の 認識・測定に 関わる局面は 取り扱われ 

ないので， さしあ たり， 時価による測定は 要求されて 

い か   ・ 、 )   

金融商 " の時価 (ma,ket Value) とは，金融資産に 

ついては現時 " で取引すれば 受け取ることが 合理的に 

期待できる金額， また，金融負債については 現時点で 

返済するのに 要する支払 額 をし、 う ・ 従来，時価情報の 

開示に関する 議論では， もっぱら資産価値の 側面に焦 

， " が 当てられていた・ しかし， この基準案では ，金融 

資産だけでなく 金融負債 は ついても時価の 開示を求め 

ているのが大きな 特徴であ る・ それは， 市場価格の変 

動 によって，金融資産はもとより 金融負債の上にも 経 

済上の利得または 損失が生じるからであ る． たとえ - 

は ，社債の市場価格が 低下すれば，発行企業は 早期償 

還を行うことによって 償還差益を待 る チャンスが生ま 

れるであ ろう． 

時価を決定するためには ， 人手Ⅱ用 ヒ であ る限り ， Ⅱ丁 

場の柑場を用いなければならない・ 市場の相場が 利用 

できない場合は ，金融資産や 金融 負 俺の市場価格の 見 

積を用いなければならない・ 通常， こうした見積は 碩 

似 商品の市場価格， またはこれに   適切な修正を 加えた 

尺度 ( たとえば， 当該金融商品の 予想キャッシュフロ 

ーを満期とリスクの 類似した商品の 市場金利で割り 引 

いたもの ) によって得ることができる   ただ，金融商 

品のなかには ，金利スワップや 為替予約のように「注 

文仕立て」で 個別に設計されるため ，市場の相場をも 

たないものもあ る・ こうした商品の 時価も， 類似する 

スヮ，プ 取引等の市場価・ 格を参照して 見積がなされる 

ことになる． 市場価格の見積を 用いる場合は ，時価の 

見積に用いら 3T た 方法および仮定を 開示しなければな 

うない   
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なお， 特定の金融商品 ( または， その集合体 ) の時 

価を決定もしくは 推定できない 場合には，以下の   浦報 

を開示しなけれ ば ならない． 

a. 時価を決定もしくは 推定することができなかっ 

た理由， 

b. 簿価，金利，期限， その他金融商品またはその 

集合体の価値に 関係のあ る特性に関する 情報・ 

6. 金融商品の認識問題 

新しい金融商品を 中心とするオフバランス 取引に対 

する会計基準設定機関の 対応として，これまで FASB 

によるディスクロージャ 一規定を中心に 考察してき 

た． これは，たとえば 金融先物取引の 契約 ( 未決済 ) 

残高など，木履行契約に 関わる権 利・義務について ， 

その内容や金額を 財務諸表の本体または 脚注 ( あ るい 

は付属明細書 ) の上で開示する 方法であ る・ この方式 

は実践面で実行に 移すのが容易であ るとはいえ，会計 

的対応としてはあ くまで次善の 策にすぎない・ 最終的 

には，現在オフバランス 取引とされているものを 会計 

上の取引として 認識し，貸借対照表本体に 適当な資産 

・負債として 計上 ( オンバランス 化 ) する道を探って 

いかなければならない ， しかし， これには木履行契約 

に関する認識基準の 設定など，理論的にも 解決がきわ 

めて困難な問題が 残されているのであ る・ そこで，本 

稿では最後に ，新しい金融商品の 基本的属地であ る契 

約上の権 利と義務を，会計上の 資産・負債として 認識 

する上で解決すべき 問題 " を 概観しておくことにしょ 

，ワ 

木履行契約に 関わる会計的認識の 問題は，契約の 進 

行 段階に応じて ， (" 焙初 認識の問題と (b 痩後 認識の間 

題 に分けられる 助 ・ (" 旧 ，契約が完全米履行 ( 当事者 

の双方とも履行を 開始していない ) の段階にあ るとき 

に，認識可能な 資産・負債が 存在するか否か ，存在す 

るとしたらどのような 状況のもとでかを 明らかにする 

ことであ る， (b 栂 ，契約が部分履行 ( 少なくとも一刀 

の当事者の履行が 完了していない ) の段階にあ るとき 

の資産・負債の 認識問題であ る・ 

金融商品の基本的性格は 契約上の権 利義務であ るか 

ら ，その会計的測定のためには ，現在主体の 支配下に 

あ る経済財 ( とりわけ貨幣 財 ) だけではなく ，財の将 

来の変化を認識する 範囲を決定する 規準が不可欠とな 

る 6). 予測される 将 釆の財の増減 ( 受入れや払出し ) 

のうち，主体の 資産または負債に 含めるべきものとそ 

うでないものとが ， この認識規準にもとづいて 決定さ 

れる・ この点で，歴史的原価主義に 立っ現行会計実務 

のもとでの認識規準はきわめて 限定されている． そこ 

で認識される 財の将来の変化は ，交換に含まれる 要素 

( 増分と減 分 ) の一方を，すでに 主体が引き渡したか ， 

あ るいは受け入れた 場合に限られているからであ る． 

契約に即していえば ，すでに開始され ，部分的に履行 

が完了しているものにかぎり 認識するのであ る． たと 

えば，現時点で 受け入れた商品の 代金として将来支払 

うべき現金は 負債 ( 買掛金 ) として認識されるが ，ま 

だ受け入れていない 商品の代金として 支払われるべき 

現金は，たとえその 先買契約が解約不可能なものであ 

っても， 認識されない ， 

契約が少なくとも 部分的に履行されたことを 条件と 

する認識規準は 現行会計実務の 中核をなすものであ 

る・ しかし， それは会計システムに 必然的に内在する 

ものであ ろうか・ 認識規準を現行の 受渡しべ ー スか 

ら，いわゆる 契約べ ー ス ヘ 拡張し， 末 履行契約にとも 

なう財の変化を 認識することは 不可能であ ろうか・ た 

とえば，債券のフォワード 取引の場合， その契約が取 

消不可能なものであ っても，現在の 会計実務では ，債 

券の引渡しを 受ける権 利も， 現金を支払う 義務もとも 

に記録されない・ 経済的見地からみると ，企業はその 

債券の価格変動リスクにさらされているという 点で， 

債券の引渡しを 受ける権 利と保有債券との 間に本質的 

な違いはないはずであ る， その意味でも ， こうした 禾 

慣行契約にともな う 権 利・義務は，会計上体系的に 認 

識・開示されるべきであ る・ とりわけ，契約から 生じ 

る 支払義務については ， オンバランス 化することによ 

って企業の金融リスクを 開示すべき必要性は 高い・ 

主
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